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大阪府福祉基金地域福祉振興助成金交付要綱 
（目的） 

第 1条 府は､府民の積極的な社会福祉活動の振興を図るため、福祉基金の運用から生ずる

収益等の範囲内において予算の定めるところにより、大阪府福祉基金地域福祉振興助成

金（以下「助成金」という。）を交付するものとし、大阪府福祉基金社会起業家フ

ァンド交付要綱及び大阪府児童虐待防止対策等啓発事業実施要綱に定めるものの

ほか、その交付については、この要綱の定めるところによるものとする｡ 

 

（助成金の交付対象等） 

第２条 助成金の交付対象となる事業（以下「助成事業」という。）は、非営利

団体（原則として社会福祉活動の実績のある公益法人又は法人格を有しない団体）が行

う事業のうち、大阪府福祉基金運営要綱第４条１項に定める事業とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は、助成金の交付対象

とならない。ただし、大阪府福祉基金運営委員会（以下「委員会」という。）において特

に必要があると認めるものについては、この限りでない｡ 

（１） 要援護者に対し金品を直接に支給する事業 

（２） 地方公共団体の助成金その他の公的助成等を伴う事業 

３ 交付の対象となる経費並びに交付基準、交付限度額は別表１によるものとする｡ 

ただし、助成金の交付の対象となる経費は、助成事業に要する経費から次の各号に掲

げるものを除いたものとする｡ 

（１） 団体の運営に要する義務的経費 

（２） 助成事業に係る助成金以外の収入 

 

（助成金の交付申請） 

第３条 助成金の交付の申請をしようとする者は、次に定める書類により社会福祉法人大阪

府社会福祉協議会（以下「大社協」という。）を経由して知事へ申請しなければならない。 

(１) 活動費助成 

① 大阪府福祉基金地域福祉振興助成金交付申請書（様式第１号） 

② 助成金額計算書（様式第２号） 

③ 申請事業予算書（見込み）（様式第３号） 

(２) 施策推進公募型事業 

① 大阪府福祉基金地域福祉振興助成金交付申請書（様式第４号） 

② 助成金額計算書（様式第５号） 

③ 申請事業予算書（見込み）（様式第６号） 

④ 施策推進公募型事業アピール資料（様式第７号） 

２ 前項に定めるもののほか、助成金の交付を申請しようとする者は、知事が必要と認め

る書類を提出しなければならない。 

 

（審査） 

第４条 知事は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る事業に関する審

査を委員会に依頼するものとする｡ 

２ 委員会は前項の規定による依頼があったときは、次の各号に定める事項について審査

するとともに、福祉基金の設置趣旨、助成金の交付の目的及び予算額を勘案し、当該事

業に対する助成金の交付の適否の選考及び助成金の額について決定を行うものとする｡ 

(１) 当該事業が先駆的な事業であること。 
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(２) 当該事業が実施可能な事業であること。 

(３) 当該事業が営利を目的としない事業であること。 

(４) 当該事業に関して、前年度に助成金の交付を受けていないこと｡ただし、事業の性

格上特に必要があると認められるものについては、この限りでない｡ 

３ 委員会は、速やかに審査の結果を知事に報告するものとする。 

 

（助成金の交付決定） 

第５条 知事は、前条第３項の規定による報告に基づき、助成金の交付の決定を行い、通

知するものとする。 

２ 知事は、第３条の申請をした者のうち前項の決定を受けない者に対し、助成金の不交

付の旨を通知するものとする｡ 

 

（助成の条件） 

第６条 助成金の交付の決定の条件は、次のとおりとする｡ 

(１) 助成事業に要する経費の配分の変更（ただし、それぞれの配分額のいずれか低い額

の 20％以内の変更を除く。）する場合においては、知事の承認を受けること。 

(２) 助成事業の内容の変更をする場合においては、知事の承認を受けること｡ 

(３) 助成事業を中止、又は廃止する場合においては、知事の承認を受けること。 

(４) 助成事業が予定の期間内に完了しない場合又は助成事業の遂行が困難となった場

合においては、速やかに知事に報告してその指示を受けること。 

(５) 助成事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出につい

て証拠書類を整備し、かつ、当該諸帳簿及び証拠書類を事業完了後 10 年間保管して

おくこと。 

(６) 助成事業により取得し、又は効果を増した財産については、助成事業の完了後にお

いても、善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効果的な運用を図るこ

と｡ 

(７) 助成事業により取得し、又は効果を増した財産を廃棄する場合においては、速やか

に知事に報告してその指示を受けること。 

(８) 助成事業の実施に当たり、福祉基金の運用による助成を受けていることを明らかに

しておくこと。 

 

（助成申請の取下げ） 

第７条 助成金交付の申請の取下げをすることができる期間は、第５条第１項の規定によ

る通知を受け取った日から 30日以内とする｡ 

 

（助成金の請求及び交付） 

第８条 助成金の請求をしようとする者は、助成金の交付の決定を受け取った日以降速や

かに、大阪府福祉基金地域福祉振興助成金交付請求書（様式第８号）を知事に提出しな

ければならない。 

２ 前項の規定により請求があったときは、知事は、審査の上、助成金を交付するものと

する｡ 

 

（状況報告） 

第９条 知事は、必要と認めるときは、助成金の交付を受けた者に対して次に掲げる書類

の提出を求めることができる｡ 

(１) 大阪府福祉基金地域福祉振興助成事業報告書（中間報告）（様式第９号） 
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(２) 中間決算書 

(３) 前２項に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類 

 

（完了報告） 

第 10条 助成金の交付を受けた者は、事業の完了後 30日以内に、次に定める書類により

大社協を経由して知事へ報告しなければならない。 

(１) 活動費助成 

 ① 大阪府福祉基金地域福祉振興助成事業完了報告書（様式第 10号） 

② 助成金実績額計算書（様式第 11号） 

(２) 施策推進公募型事業 

   ① 大阪府福祉基金地域福祉振興助成事業完了報告書（様式第 12号） 

   ② 助成金実績額計算書（様式第 13号） 

２ 前項に定めるもののほか、助成金の交付を受けた者は、知事が必要と認める書類を 

出しなければならない。 

 

（報告書の徴収等） 

第 11条 知事は、助成金の適正な執行を図るため必要があると認めるときは、助成金の交

付を受けた者に対して報告若しくは関係書類の提出を求め、又はその職員に帳簿等を検

査させることができる｡ 

 

（助成金の交付の決定の取消し） 

第 12条 知事は、助成金の交付を受けた者が、助成金の他の用途への使用をし、その他助

成事業に関して助成金の交付の内容又はこれに附した条件その他法令等に違反したと

きは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取消すことができる。 

 

（助成金の返還） 

第 13条 知事は、助成金の交付の決定を取消したときは、期限を定めてその返還を命ずる

ものとする｡ 

２ 知事は、第 10条に規定する事業完了報告書の収支決算において余剰金が生じたときは、

期限を定めてその返還を命ずるものとする｡ 

 

  附 則 

この要綱は、昭和 56年４月１日から施行する。 

  附 則 

この要綱は、平成元年４月１日から施行する｡ 

  附 則 

この要綱は、平成 12年６月 21日から施行し、平成 12年４月１日から適用する。 

  附 則 

この要綱は、平成 15年 12月 25日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 16年３月１日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の大阪府福祉基金地域福祉振興助成金交付要綱の第 10条の規定は、この要綱の

施行日以後に助成を決定した事業に係る助成事業完了報告について適用し、同日前に助

成を決定した事業に係る助成事業完了報告については、なお従前の例による。 
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附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成 17年３月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成 20年３月 26日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 21年 1月 19日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の大阪府福祉基金地域福祉振興助成金交付要綱の第 10条の規定は、この要綱の

施行日以後に助成を決定した事業に係る助成事業完了報告について適用し、同日前に助

成を決定した事業に係る助成事業完了報告については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 22年 1月 20日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の大阪府福祉基金地域福祉振興助成金交付要綱の第 10条の規定は、この要綱の

施行日以後に助成を決定した事業に係る助成事業完了報告について適用し、同日前に助

成を決定した事業に係る助成事業完了報告については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成 22年６月４日から施行し、平成 22年５月 28日から適用する。 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 22年 12月 24日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の大阪府福祉基金地域福祉振興助成金交付要綱の第 10条の規定は、この要綱の

施行日以後に助成を決定した事業に係る助成事業完了報告について適用し、同日前に助

成を決定した事業に係る助成事業完了報告については、なお従前の例による。 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 23年 12月 20日から施行する。 

（適用区分） 

２ 改正後の大阪府福祉基金地域福祉振興助成金交付要綱の第 10条の規定は、この要綱の

施行日以後に助成を決定した事業に係る助成事業完了報告について適用し、同日前に助

成を決定した事業に係る助成事業完了報告については、なお従前の例による。 
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別表１（第 2条関係） 

 

助成区分 対象事業 交付限度額 対象経費 

活 動 費 

助 成 

障がい者や高齢者、児童等の福祉の向上に寄与す

ることを目的として実施する次の（１）から（５）

に掲げる活動に必要な経費を交付対象とする。 

また、一連の活動内容と認められるものについて

は、（１）から（５）の交付対象の中から複数の費用

を選択することができる。 

また、活動費助成の交付回数は同一団体５回まで

とする。なお、交付回数については、平成 22年度か

ら起算することとする。 

（１）福祉活動機器購入 

福祉活動に必要な機器（消耗品は除く）の購入

に要する経費を交付対象とする。ただし、機器購

入費については、助成を受けた年度以降２年間は

申請することができない。 

（２）社会参加推進 

障がい者や高齢者、児童等の社会参加・自立へ

の機運を高める活動に要する経費を交付対象とす

る。 

（３）講演会等開催 

府民の福祉意識の向上、並びに障がい者や高齢

者、児童等の知識習得などのために講演会等を開

催する場合に要する経費を交付対象とする。 

（４）普及啓発 

障がい者や高齢者、児童等の福祉の向上に寄与

することを目的とした印刷物、物品等の作成など、

普及啓発に要する経費を交付対象とする。 

なお、印刷物、物品等については、助成を受け

た年度以降２年間は申請することができない。 

（５）その他 

上記（１）から（４）までに含まれない活動で、

福祉基金運営委員会が特に助成金の交付が必要と

認めるものを交付対象とする。 

20万円 

（ただし、助

成金以外の収

入を 10％以上

計 上 す る こ

と。） 

助成事業の実施に直接必要な次に掲

げる経費 

（１）機器購入費 

福祉活動に要する機器の購入費 

（２）交通費 

合理的経路を用いて要する公共交

通機関等交通費の実費相当額 

また、社会参加推進活動で、障がい

者等の移動に必要なバス借り上げ代

等（駐車料、ガソリン代は除く） 

（３）会場使用料 

講演会等の開催に必要な会場費（附

帯設備費を含む）等 

（４）謝金 

 障がい者や高齢者、児童等の福祉の

向上に寄与することを目的に、知識習

得のための講義等やボランティア活

動の提供を行う者に対する謝礼 

・助成限度額  

ア）講師謝礼 １相手方につき 10

万円（同一相手方に対する年間累

計額） 

イ）手話、要約筆記等ボランティ

ア謝礼 1人につき 1万円 

 （申請団体構成員が行う日常活

動を除く。） 

（５）普及啓発物作成費 

福祉の向上に寄与することを目的

とする普及啓発活動のための冊子等

の印刷費や、普及啓発活動のために用

いる物品等の作成・購入費 

（６）その他事業費 

（１）から（５）の他、活動費助成

の対象事業（１）から（５）の事業実

施に、特に必要と認める経費 

地 域 福 祉 

推 進 助 成 
府民の地域福祉活動への参加を促進するための基

盤となる事業や、障がい者や高齢者等の社会参加・

自立支援、児童の健全育成等に寄与する事業で、先

導性や今後の発展性が認められ、特に助成金の交付

が必要と考えられるもので、次の（１）及び（２）

に掲げる事業に要する経費を対象とする。 

（１）施策推進公募型事業 

  大阪府が別に選定した事業に要する経費で、必

要と認めた額の 2分の１以内を交付対象とする。 

（２）その他 

  上記（１）に含まれない事業で、福祉基金運営

委員会が特に助成金の交付が必要と認めるものを

交付対象とする。 

100万円 

（ただし、特

に必要と認め

る場合は、100

万円を超えて

助成金を交付

することがで

きる。） 

（１）謝金 

府民福祉の向上に寄与することを

目的に、講義等やボランティア活動の

提供を行う者に対する謝礼 

（２）交通費 

合理的経路を用いて要する公共交

通機関等交通費の実費相当額 

（３）会場使用料 

講演会等の開催に必要な会場費（附

帯設備費を含む）等 

（４）備品費 

事業実施に不可欠な備品に要する

経費 

（５）その他事業費 

地域福祉推進助成において、特に必

要と認める経費 


